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１．要 旨 

（１）改正理由 

組織改正に伴い委員の組織名称を変更するとともに、外部を含む構成員以外の者を必

要に応じて、委員会の委員に加えることができる旨の規定を明記する。 

 

（２）主な改正内容 

・第３条の委員の構成について、「総務部長」とあるのを「業務改革推進担当部長」に、

「職員課長」とあるのを「人事課長」に改める。 

・第７条の意見等の聴取について、外部の構成員が委員会に出席する場合の文言について

外部を含む構成員以外の者を必要に応じて、委員会の委員に加えることができる旨の規

定を明記する。 

・第９条の庶務について、「総務部職員課」とあるのを「政策経営部人事課」に改める。 

 

（３）施行日 

令和７年４月１日 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   総務課による事前審査済 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議終了後、速やかに改正手続を進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


